
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道局では、財源確保を目的として、保有資産の有効活用に取り組んでいます。 

このたび、市内４か所の水道局所有地に、屋外広告物を掲載する広告代理店を募集いたします。企

業・店舗の広報活動や地域密着型事業の PR など、幅広い分野の長期的な情報発信ツールとして、ぜひ

ご検討ください。 

 

■ 募集概要 

1. 募集対象地 

水道局所有地 計４か所（詳細な所在地等は「５ 詳細情報」リンク先よりご確認ください。） 

2. 申込期間 

令和８年３月 19日（木）から令和８年５月１日（金）まで 

3. 広告掲出期間 

令和８年 10 月１日（木）から３年間または５年間（募集対象地ごとに異なります。詳細は「５ 

詳細情報」リンク先よりご確認ください。） 

4. 申込対象者 

広告代理店に限らせていただきます。広告主の方で広告掲載を希望される場合は、広告代理店を

通じてお申し込みください。 

5. 詳細情報 

下記リンクもしくは右横の二次元コードから詳細をご確認ください。 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-

gesui/suido/baikyaku/ad.html) 

6. 申込方法 

申込書及び見積書を上記 WEB サイトよりダウンロードのうえ、申込期間内に下記申込先へ郵送し

てください。（当日消印有効） 

 

（申込先） 担当課名：横浜市水道局 事業推進部 資産活用課 広告担当 

所 在 地：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50−10 

 

7. 掲出イメージ（うち２か所） 

裏面をご覧ください。 

 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 9 日 
水 道 局 資 産 活 用 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜の街であなたの会社をＰＲしませんか？ 

屋外広告物の広告代理店を募集します！ 

裏面あり 

横浜市水道局キャラクター
「はまピョン」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/baikyaku/ad.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/baikyaku/ad.html


 

 
 

(1)  森３丁目弁室用地 

 

※横浜市屋外広告物条例設置基準に基づき、広告物等の表示面積の合計が広告掲出可能範囲の

10 分の３以下となるよう設置してください。 

 

(2)  能見台弁室用地 

 

 

 

 
お問合せ先 

水道局資産活用課長  高橋 和樹  Tel 045-671-3094 

広 告 

国道１６号線沿い 

金沢区谷津町 167 

最大3メートル四方の

看板を設置可能です 

広告掲出可能範囲 

磯子産業道路と環状2号線の交差点 

磯子区森３丁目３ 

フェンスに幕広告又はフェンス用 

プレート看板広告を設置可能です 


